
はじめに

経済制裁措置は、「国際の平和と安全の維持・回復」のため、国際法違反を停止させるた

めの主要な手段である。本稿においては、1990年代から多用されるに至った国際連合安全

保障理事会決議に基づく経済制裁措置（非軍事的強制措置）について主要な特徴を概観する

とともに若干の法的課題について検討することとしたい（1）。

1 近年の安保理決議に基づく経済制裁

安保理決議に基づき非軍事的強制措置として経済制裁措置が発動された例は、1980年代

までは、①南ローデシア（自決権を無視した形での英国からの一方的独立を原因として、1966年

の決議232、1968年の決議253により発動、1979年の決議460により解除）、②南アフリカ（アパ

ルトヘイトを理由として、1977年の決議418により発動、1994年の決議919により解除）にとどま

っていたが、1990年代からは大幅に増加し、③イラク（クウェート侵略を理由として、1990年

の決議661により発動、クウェートからのイラク撤退後も1991年の決議687において継続が確認。

2003年の決議1483により、禁輸以外はほぼ解除されたが、他方、同決議では新たに有責者の資産

を凍結）、④旧ユーゴスラヴィア（内戦を理由として、1991年の決議713により発動、1995年の

決議1021により解除決定）、⑤ソマリア（内戦を理由として、1992年の決議733により武器禁輸を

発動）、⑥リビア（パンナム機爆破犯容疑者の引渡し拒否等を理由として、1992年の決議748によ

り発動し、1993年の決議883により範囲を拡大、1998年の決議1192により停止、2003年の決議

1506に基づき終了）、⑦ユーゴスラヴィア連邦（セルビア・モンテネグロ、内戦における集団殺

害・民族浄化を理由として、1992年の決議757により発動、1995年の決議1022により停止され、

1996年の決議1074により解除。コソボへの武力弾圧を理由として、1998年の決議1160により発動、

2001年の決議1367により解除）、⑧リベリア（内戦を理由として、1992年の決議788、1995年の

決議985に基づき発動。措置は2001年の決議1343に基づき解除されたが、他方、同決議では、シ

エラレオネ反乱軍への支援中止のため措置を発動。2003年の決議1521により、休戦合意が履行さ

れず武器が拡散する状況を平和に対する脅威と認定して措置を発動）、⑨ハイチ（軍政による民政

復帰の国内合意の不履行等を理由として、1993年の決議841により発動、1994年の決議944により

終了）、⑩アンゴラ（内戦における軍事行動を理由として、反政府団体UNITA〔アンゴラ全面独

立民族同盟〕に対して、1993年の決議864により発動、2002年の決議1448により終了）、⑪ルワン
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ダ（内戦を理由として、1994年の決議918により武器禁輸を発動、1995年の決議1011により政府

に対する武器禁輸は解除されたが、非政府勢力に対する武器禁輸は継続）、⑫スーダン（ムバラ

ク＝エジプト大統領暗殺未遂事件への関与を理由として、1996年の決議1054により発動、2001年

の決議1372により解除。ダルフール内戦を理由として、2004年の決議1556および1591により発動）、

⑬シエラレオネ（内戦を理由として、1997年の決議1132により発動）、⑭タリバン・アルカイ

ダ（ナイロビとダルエスサラームの米国大使館爆破をはじめとしたテロリズムを理由として、

1999年の決議1267、2000年の決議1333、2002年の決議1390、2003年の決議1455、2004年の決議

1526、2005年の決議1617、2006年の決議1735により発動）、⑮エチオピア・エリトリア（武力紛

争を理由として、2000年の決議1298により発動、2001年の安保理議長声明により解除）、⑯コン

ゴ民主共和国（内戦を理由として、2004年の決議1493により発動）、⑰コートジボワール（内戦

を理由として、2004年の決議1572により発動）、⑱シリア（ハリリ＝レバノン首相暗殺に関与し

た者に対して、2005年の決議1636により発動）、⑲朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）（ミサイ

ル発射を理由として、2006年の決議1695により発動、核実験を理由として同年の決議1718により

発動）、⑳イラン（ウラン濃縮活動を理由として、2006年の決議1737により発動）がある。

近年の安保理決議に基づく経済制裁の特徴としてまず指摘できることは、第一に、「平和

に対する脅威」として認定される原因行為が多様化したこと、および、第二に、措置が多

様化したことが挙げられる。

第一の点については、国内紛争（内戦）状況が「平和に対する脅威」として認定されるこ

とが多い。特に注目されるのは、リビアとハイチの例である。対リビア経済制裁を発動し

た決議748では、リビアが英米に航空機爆破の容疑者を引き渡さないことが、また、対ハイ

チ経済制裁を発動した決議873では、ハイチ軍事政権が民政への移行を約束した国内合意を

履行しないことが、「平和に対する脅威」であると認定されたが、これらがそもそも国際法

違反であるかどうかには異論もありうる（2）。

第二の点については、金融上の措置につき政府資産の凍結・送金禁止にとどまらず有責

者の個人資産の凍結・送金禁止までもが、また運輸上の措置につき航空機乗入禁止措置に

とどまらず有責者の旅行（入国・通過）禁止措置までもが、課されるようになったことが指

摘できる。このような措置は、従来から発動されてきた武器禁輸（経済制裁措置の中核をな

す輸出入禁止措置のなかでも中心的な措置である）とあわせて、以下にみるスマート・サンク

ションの考え方に基づくものである。特に個人資産の凍結に関しては、没収と違って一時

的な措置であって所有権の剥奪ではないものの、一般国際法上それが正当化されるかどう

かについては、個人の財産自由処分権との関係で異論もありえよう（3）。

このような二つの点にかかる措置は、国際法違反に対する対抗措置（非軍事的復仇措置）

に関する一般国際法上の基準（4）を逸脱しうる場合があるものの、「国際の平和と安全の維持

に関する主要な責任」（国連憲章第24条1項）を負う安保理の決定に基づく非軍事的強制措置

に関しては、一般国際法上の基準に拘束されず、また、たとえ措置が既存の経済関係条約

（通商航海条約、GATT〔関税貿易一般協定〕、GATS〔サービス貿易一般協定〕、航空協定、投資保

護協定等）に抵触する場合であっても、国連憲章第103条（「国際連合加盟国のこの憲章に基く
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義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する」）

により、合法性の問題はクリアされると言える（5）。

2 スマート・サンクション

対イラク経済制裁においては、他の経済制裁同様に食糧や医薬品を輸出禁止対象から除

外するという人道上の配慮をした（さらに食糧支援のためのoil-for-foodプログラムを実施した）

にもかかわらず（6）、イラクにおいて乳幼児等をはじめとする社会的弱者の死亡率が高くなっ

てしまったとの苦い経験に鑑みて、1990年代後半から国連関係者の間では、被制裁国の無

辜の人民（innocent people）に対する打撃を過大なものにならないようにし（7）、他方、原因行

為に責任を有するエリート層に対する打撃を極大化する制裁措置であるスマート・サンク

ション（smart sanctions）が重要であると認識されるようになった（8）。具体的な内容には、食

糧・医薬品は経済制裁から除外するといった人道上の配慮（9）や武器禁輸（10）に加えて、（α）有

責者の個人資産の凍結および（β）有責者の旅行禁止が含まれる（他には、外交・領事関係法上

の措置、文化・スポーツ交流の禁止、特定の物資の取引やサービスの禁止等が考えられる）。⑲北

朝鮮に対する決議1718に含まれる奢侈品の輸出禁止もスマート・サンクションとして位置

づけられる。（α）の金融制裁についてはスイス外務省主催のインターラーケン・プロセス

（1998―99年）、（β）の旅行制裁および武器禁輸についてはドイツ外務省主催のボン・ベルリ

ン・プロセス（1999―2000年）において検討がなされた。ここでは、新しい措置である（α）

有責者の個人資産の凍結および（β）有責者の旅行禁止についてやや細かく考察しておきたい。

（α）有責者の個人資産の凍結は、③イラク決議1483パラグラフ23（b）、⑧リベリア決議

1532パラグラフ1、⑩アンゴラ決議1173パラグラフ11、⑫スーダン決議1591パラグラフ3（e）、

⑭タリバン・アルカイダ決議1267パラグラフ4（b）、1333パラグラフ8（c）、1390パラグラフ

2（a）（なお、テロリスト一般の資産凍結を決定した決議1373も関連）、⑯コンゴ決議1596パラグ

ラフ15、⑰コートジボワール決議1572パラグラフ11、⑱シリア決議1636パラグラフ3（a）、

⑲北朝鮮決議1718パラグラフ8（d）（なお、決議1695も「金融資源の移転の防止」という一般的

表現で関連する個人資産も対象）、⑳イラン決議1737パラグラフ12, 1747パラグラフ4, 1803パ

ラグラフ7の各事案において発動されている。なお、個人資産凍結リストがはじめて示され

たのは、⑨ハイチ制裁の決議917（1994年）パラグラフ4においてであったが、同パラグラ

フは各国にハイチの有責者の資産を凍結するよう強く促す（strongly urge）にとどまり、拘束

力を有するものではなかった（11）。他方、③では2003年の決議1483が採択されるまではフセ

イン大統領をはじめとする有責者（フセイン政権高官）の資産は凍結されず、また⑥ではカ

ダフィ大佐をはじめとする有責者（リビア政府高官）の資産は凍結されなかった。

わが国は、2008年2月19日時点で、③イラク前政権高官・関係者等（295個人・団体）、⑧

リベリア前政権高官・関係者等（57個人・団体）、⑫ダルフール和平阻害関与者等（4個人）、

⑭タリバン・アルカイダ関係者その他テロリスト等（530個人・団体）、⑯コンゴ武器禁輸措

置に違反した者等（23個人・団体）、⑰コートジボワール和平への脅威を構成する者等（3個

人）、⑲北朝鮮ミサイル大量破壊兵器計画関与者（16個人・団体）、⑳イラン核開発関与者
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（50個人・団体）に対して資産凍結・送金規制等の措置を発動している（12）。

資産凍結措置をはじめとする金融上の経済制裁措置は、被制裁国およびその国民の金融

資産の大半が預託されている少数の有力国が協力すれば、相当の経済的打撃を与えること

が可能であり、「針の一穴」から密輸が可能となってしまう輸出入禁止措置よりも実効性が

期待できる。もっとも金融資産の移転はほぼ瞬時に可能であるため、輸出入禁止措置と比

べ資産凍結措置ははるかに迅速に実施することが必要である（13）。

安保理決議に基づく有責者個人資産の凍結においては、制裁委員会が対象者リストを作

成し、リストには頻繁に追加がなされてきた。人道上の必要性ゆえにリストから除外する

ことについては、当初はケースバイケースに制裁委員会（事案ごとに安保理の補助機関として

設置される）が決定していたが、⑭のタリバン、アルカイダ関係者およびテロリストの資産

凍結に関しては、2002年12月の安保理決議1452により、各加盟国が、食糧・医薬品・税

金・訴訟費用等の支払いのための例外を認めることができるようになった。リストには誤

謬もあり、ソマリア系スウェーデン人のAhmed Yasufはリストに掲載されていたが、2006年

8月にリストから削除された（14）。2006年12月の安保理決議1730により、リスト対象者によ

るde-listing（リスト削除）のための申請手続が採択され、また、同月の安保理決議1735によ

り、それまで不透明であったリスト掲載の手続が明確化された。

有責者（政府高官をはじめとする指導者層）は概して富裕層であり、また政治的・経済的に

不安定な自国ではなく外国に金融資産を隠匿することが多いため、有責者の個人資産の凍

結は、エリート層により強い打撃を与えるものである。この措置が実効的となるかどうか

は、各国（特にタックス・ヘイブンと言われる国家や地域）の銀行が顧客の口座情報の開示に

どこまで協力的になるかに大きく依存し、また、銀行以外の金融関連機関（保険、ファンド）、

電子マネー、スマートカード等の規制という新たな金融法上の問題にも効果的に対処しな

ければならない。

やや細かい点ではあるが、凍結された金融資産が利子を生じるかについて諸国の見解は

異なることが、インターラーケン・セミナーにおいて明らかとなった。英国は銀行口座に

ある資金は依然として口座所有者に属し、それゆえ、口座の資金は適切に運用されなけれ

ばならず利子を生むとの見解であったのに対して、欧州大陸のいくつかの国はいかなる利

子も支払われえないし、また支払うべきではないと主張した。その後は、利子を払うべき

だとの見解が一般に受け入れられるようになったと指摘される（15）。

次に、（β）有責者の旅行禁止について。従来からしばしばなされてきた航空機乗入禁止措

置（⑥のリビア制裁においてはこれが中心的な措置であった）とは独立に、政府高官（家族を含

む）をはじめとする有責者の入国・通過の禁止等の旅行制裁が措置の新しい特徴である。有

責者（その範囲は各制裁委員会がリストアップする）の入国・通過の禁止措置をとることを決

定したものとしては、⑧リベリア決議1521パラグラフ4（a）、⑨ハイチ決議917パラグラフ3、

⑫スーダン決議1054パラグラフ3（b）、決議1591パラグラフ3（d）、⑬シエラレオネ決議1132

パラグラフ5、⑭タリバン・アルカイダ決議1390パラグラフ2（b）（16）、⑯コンゴ決議1596パラ

グラフ13、⑰コートジボアール決議1572パラグラフ9、⑱シリア決議1636パラグラフ3（a）、
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⑲北朝鮮決議1718パラグラフ8（e）、⑳イラン決議1803パラグラフ5がある（なお、イラン決

議1737パラグラフ10では入国・通過の禁止ではないが入国・通過の監視の実施が要請〔call upon〕

されている）。もっとも、これらの決議の大半においても、例外的に人道上の理由（医療救援

等のみならずイスラム教徒によるメッカ巡礼といった宗教上の義務を含む）によって旅行が正当

化されると制裁委員会が認定した場合には、措置は適用されない旨の条項が含まれている（17）。

海外旅行をより頻繁に行なうのは富裕層であることに鑑みると、有責者の入国・通過を

禁止する旅行制裁措置はエリート層により打撃を与える措置であると言える。もっとも、

旅行禁止措置の実施は航空機乗入禁止措置の実施よりも難しい。というのは、個人は航空

機よりもその動向を把握しにくいからである。現実には、偽造パスポートをいかに見分け

るかといった技術的課題の克服が、この実施の成否にとって重要となろう。

安保理決議において、旅行制裁は、それのみで単独で発動された例はなく、他の諸措置

と組み合わせて発動されてきた。旅行制裁の効果は、一般には、有責者を国際的に孤立さ

せるという象徴的・心理的効果にほぼとどまるものである（18）。

3 無辜の第三国への補償問題―国連憲章第50条

非軍事的強制措置から国家および私人に生じる直接および間接の悪影響は、被制裁国の

近隣国（いわゆる前線国家）や、被制裁国に経済的に依存してきた国家およびその私人には、

甚大なものとなり、個々の損害を超えて、当該国の経済全般を破綻させることにさえなり

かねない。この深刻な問題に関して、国連憲章第50条では、「安全保障理事会がある国に対

して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国で措置の履行から生ずる特別の経済問

題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題

の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する（have the right to consult）」と規定す

る。ここでの最大の問題は、同条の文言からしても、同条の成立過程をみても、同条で認

められているのは安保理への協議要請権のみであり、また実際にも協議要請に基づき安保

理での一応の協議はなされてきたものの、それ以上のこと（つまり当該国への援助）は安保

理の決定としてはなされてはいない。安保理としては損害を被ったと主張する国家に援助

をするよう一般的に各加盟国に要請するのみであり、実際には、加盟国の一部による自発

的な援助がad hocになされることがあったにすぎない（19）。

このように現状では、協議要請にとどまり、また損害を客観的に評価する独立した第三

者機関がないため、協議要請国は主観的な基準に基づいて自国の被った損害額を安保理に

申し立てている。

同条の解釈上の指摘すべき点としては、①非加盟国にも協議要請権はあること、②非軍

事的強制措置の発動前には協議要請の権利はないと解されること、③安保理が援助の決定

をすることは可能であり、国連による援助がなされた場合には、その経費は17条の「この

機構の経費」に含まれうると解されること（20）、④同条は、当該国による強制措置の履行の結

果生じた問題のみならず、第三国による履行の結果として間接的に生じた問題も射程範囲

に含むと解されるという見解を国連法務部はとっていること（21）、⑤協議の結果として、援助
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ではなく（またはそれに加えて）、非軍事的強制措置への参加から一部または全部免除される

ことは不可能ではない（実際に対イラク制裁ではヨルダンに関してこれが認められた）、といっ

た点が挙げられる。

提案としては、①ガリ国連事務総長は1992年の「平和への課題」において、「協議要請権

のみならず、経済的困難に対する救済の現実の可能性が重要である」旨を指摘し、また、

1995年の「平和への課題：補足」においては、安保理の要請により、制裁前に潜在的なイ

ンパクトを評価するメカニズムの確立を提言した。②国連憲章特別委員会では、信託基金

（trust fund）や恒常的な補償メカニズムの提案がなされたが、「50条の射程範囲外である」「安

保理の機能を妨げる」「安保理の決定の帰結に対する補償という危険な先例となる」といっ

た理由で、先進国や安保理常任理事国が反対した（22）。なお、興味深いことに、サンフラン

シスコ国連憲章制定会議において、皮肉にも南アフリカが、強制措置の標的国は強制措置

のコストを支払い、強制措置による損害の賠償をすべきだとの明文を憲章中におくべきだ

と主張した。これに対して米国は、安保理の満足いく活動の妨げになるとして、また第11パ

ラグラフ（現在の第50条に相当）があるとして、反対した。結局、南ア提案は2対19で否決

された（23）。非軍事的強制措置から生じるあらゆる損害の補償を標的国に負担させるという

考え方は、間接損害までをも有責国に負担させるという点で問題があるばかりか、およそ

現実的でなく、過酷な補償義務は標的国（ドイツ）を結局暴走させたという戦間期の苦い先

例もある。

国連安保理が主導する形での非軍事的強制措置である以上、そのコストについてはやは

り安保理が責任をもって負担すべきであり、また、経済制裁措置への不参加は、「制裁のぬ

け穴」を作り出し、措置の実効性を大いに損なうこととなる。この二重の意味で、補償基

金の創設が望ましく（ただしこのコストは最終的には可能な限り被制裁国に負担させるべきであ

る）、またその前提として損害を評価する機関の創設も必要であろう。

4 経済制裁措置の解釈

安保理決議に基づく経済制裁措置の各国に対する拘束力の有無は、決議のパラグラフご

とに判断されなければならない。この判断基準については、一般的には、解釈されるべき

既決議の文言、決議に至る討論、援用される憲章の条項、安保理決議の法的帰結を認定す

るのに役立つあらゆる事情に照らして判断されるべきであるとする国際司法裁判所「ナミ

ビア事件」勧告的意見（24）が参考になる。この拘束力の有無は、北朝鮮問題に関する決議

1695をめぐって問題となったが、同勧告的意見では「平和に対する脅威」や第7章への言及

のない決議のパラグラフであっても拘束力を認めたことが留意される（25）。

経済制裁措置の具体的範囲をめぐって解釈が必要になることは実際にはたびたび生じて

いる。統一的な解釈が徹底されればよいのだが、現実には解釈が徹底されず、混乱も生じ

ている。たとえば、対リビア経済制裁を決定した決議748および883に関しては、国連事務

局は既契約にも適用されるとの見解であったが、この解釈は徹底されず、1994年にはオラ

ンダ企業が政府の許可を得て2機の航空機エンジンをリビア側に販売し、これを英米が非難
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するという事態となった（26）。また、決議748パラグラフ4（b）においては、リビアの航空機ま

たは航空機部品の整備となるエンジニアリングおよびメンテナンスの供与の禁止が決定さ

れたが、これには空港建設目的のためのシャベル、照明、塗装用品の供与の禁止が含まれ

るか否かが不明確であった（27）。

さらに、安保理決議1718パラグラフ8（a）（iii）においては奢侈品（luxury goods）が輸出禁止

と決定されたが、奢侈品のリストは制裁委員会では作成することができず、リストは各国

ごとに作成することとなった（28）。

安保理決議の解釈をめぐる基本的問題は、そもそも解釈の一般的基準が明確化されてい

ない（条約の解釈のルールがどこまで準用されうるか）ということであるが、この点に関して

は別の機会に検討することとしたい。

5 船舶検査

経済制裁を実効的なものにするためのいわゆる船舶検査措置が安保理諸決議で規定され

たのは、これまで6回あるが、規定ぶりは各々異なっている。

①南ローデシアに対する1966年の決議221パラグラフ5では、英国に対して、必要であれ

ば武力を用いてでも南ローデシア向けのタンカーのベイラ寄港を防止することを要請した。

③イラクに対する1990年の決議665パラグラフ1では、クウェートに協力して海軍を派遣し

ている国家に、積み荷と目的地を検査し、決議661の輸送に関する諸条項の厳格な履行確保

のため、安保理の権限の下に航行船舶を停止するために必要な状況に見合った措置をとる

よう要請するとした。④新ユーゴに対する1992年の決議787パラグラフ12では、第7章およ

び第8章の下で行動するとして、諸国家に対して、国家単位でまたは地域的機関・取極を通

じて、積み荷と目的地を検査し、決議713および757の諸条項の厳格な履行を確保するため、

安保理の権限の下に航行船舶を停止するために必要な状況に見合った措置をとるよう要請

するとした。⑨ハイチに対する1993年の決議875パラグラフ1では、国家単位でまたは地域

的機関・取極を通じて、ハイチ正当政府と協力して、石油、石油製品または武器等に関す

る決議841および873の諸条項の厳格な履行を確保するため、安保理の権限の下に、そして

とりわけ積み荷と目的地を検査・確認するために必要な航行船舶の停止のため、安保理の

権限の下で必要な状況に見合った措置をとるよう要請するとした。⑲北朝鮮に対する決議

1718パラグラフ8（f）は、「すべての加盟国は、核兵器、化学兵器または生物兵器、その運搬

手段及び関連物資の不正取引を阻止するため、必要に応じ、自国の権限及び国内法令に従

い、かつ、国際法に適合する範囲内で、協力行動（北朝鮮からのおよび北朝鮮への貨物の検査

を含む）をとることが要請される」と決定した。⑳イランに対する決議1803パラグラフ11

は、すべての国家に対して、国内の法当局および法制に従いまた国際法（とりわけ海洋法お

よび関連する国際民間航空協定）と両立して、禁止された品目を輸送していると信じる合理

的理由がある場合には、イラン・エア・カーゴおよびイラン・イスラム共和国海運会社が

所有または運営する航空機および船舶によるイランへのおよびイランからの積み荷を自国

の空港および港湾において検査することを要請した。
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⑲の北朝鮮に対する決議を過去の4決議と比較すると、「必要な措置」という文言にはな

っておらず、控え目な文言となっていることがまず指摘できる。同決議では、海上での船

舶のみによる検査を想定しているわけではなく、港湾や空港での貨物検査や陸上での貨物

検査も対象としていることにまず留意する必要があるが、船舶検査に限定して考察すると、

「国際法に適合する範囲内」という文言ぶりになっているところから、公海上の船舶に対す

る管轄権は旗国のみが有するという旗国主義を無視することはできず、あくまで旗国の同

意の下での船舶検査を求めたのだと読むのが一見すると自然である。また、船舶検査の実

施はあくまで各国の判断に基本的には委ねられており、義務となることは基本的にはない。

もっとも、同パラグラフは「すべての加盟国」を名宛人としそのなかには国連加盟国であ

る北朝鮮自身も含まれていることに鑑みると、疑惑の北朝鮮船籍の船舶があった場合には、

北朝鮮政府としては自身で検査をするか第三国による検査に同意するか少なくともどちら

かを選択することが要請されると解釈することは可能であろう。

6 私法上の問題

安保理決議に基づく経済制裁措置は通常、既契約にも適用されるが（29）、この点に関連し

て原因行為を創出した国家およびその私人の側には請求権がないことが、安保理決議にお

いて確認されることがある。たとえば、イラク問題に関する決議687（1991年）パラグラフ

29においては、決議661および関連諸決議によってとられた措置を理由として契約の履行が

影響を受けても、イラク政府またはイラクの個人もしくは機関の側には請求権がないこと

を確保するため、すべての国家（イラクを含む）に必要な措置をとる旨を決定している。イ

ラク側に請求権がないことは、clean hands原則（「不法行為から請求権は生じない」〔ex delicto

non oritur actio〕という考え方）にも合致するものであると言えよう。同様の規定は、リビア

問題に関する決議883パラグラフ8、ハイチ問題に関する決議917パラグラフ11等にも存在

する（30）。

私法上の問題に関連して注目すべき別の点は、資産凍結を含む最近の安保理諸決議（⑧リ

ベリア決議1532パラグラフ2、⑫スーダン決議1591パラグラフ3（g）、⑭コートジボワール決議

1572パラグラフ14、⑯コンゴ決議1596パラグラフ16、⑲北朝鮮決議1718パラグラフ9、⑳イラン

決議1737パラグラフ13）においては、資産凍結措置の例外として、次のものを挙げていると

いうことである。「a. 食糧・賃料・医薬品・租税・公共料金等の基礎的経費の支払として必

要と決定されたもの又は法的サービスの費用や金融資産の手数料等のための支払と決定さ

れたもの、b. 臨時経費として必要と決定されたものであって委員会によって承認されたもの、

c. 司法、行政又は仲裁上の担保（lien）又は判決（ judgment）の対象であると決定され、当該

資金がその担保または判決を充足させるために使用されるものであって、その担保または

判決が本決議の日よりも前に記録され、有責者の利益のためではなく、かつ関係国によっ

て委員会に対し通知がなされたもの」。この条項は、私法上・行政上の債権の優先順位を明

記することによって、資産凍結措置から生じうる複雑な法律問題（およびその帰結としての

民事訴訟）を回避するために挿入されたものであり、私法関係の安定性にとって非常に重要
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な条項である。

7 安保理決議に基づく経済制裁措置の国内的履行

わが国においては、安保理決議に基づく経済制裁措置の国内的履行は、外為法（外国為替

及び外国貿易管理法）を中心として、航空法や船舶法等のいわゆる業法によるパッチワーク

的対応がなされてきた。外為法は、以前は特に安保理決議に基づかない一方的な経済制裁

措置においては不備があった（31）。また、安保理決議に基づく措置の場合であっても、たと

えば輸入禁止の根拠については、1990年の決議661採択時点での外為法第52条では、「外国

貿易及び国民経済の発展」しかなく、輸出禁止については、第48条にある「国際的な平和

及び安全の維持」を根拠にして発動したのに、輸入禁止については「外国貿易及び国民経

済の発展」を根拠にして発動するという多少とも無理のある解釈・適用がなされたことが

あった。その後の法改正により輸入禁止についても「我が国が締結した条約その他の国際

約束を誠実に履行するため」という根拠が加えられた。2004年までの法改正によって、輸

出入禁止、支払禁止、資本取引禁止、役務取引禁止という諸措置に関しては、安保理決議

に基づく場合はもとより、安保理決議がない場合であっても基本的には対応できるように

なった（32）。もっとも、外為法第5条では、事務所所在地主義にたっている（日本国内に事務

所を有する企業の海外での行為についても外為法を適用するが、在外自国民による輸出入全体が

規制対象となっているわけではない）のに対して、安保理決議に基づく輸出入禁止措置等では、

通常は、属地主義および属人主義にたっている（たとえば、決議661パラグラフ3では、自国

領域から／への輸出入禁止のみならず自国民による輸出入も禁止する）ため、外為法では安保理

決議の決定事項を完全には履行できないかもしれないという問題が残る（33）。また、旧ユーゴ

制裁を実施した決議820パラグラフ24においては、旧ユーゴから加盟国に来る航空機、船舶、

鉄道車両等の没収を義務づけているが、日本ではこのような場合に押収・没収を可能とす

る国内法規がないため、出入国管理及び難民認定法で対応した（34）。

問題は、サービス貿易の多種多様化が顕著となるこれからの国際社会において、安保理

決議において新種のサービス貿易の禁止が課される場合に、このようなパッチワーク的な

対応では十分とは言えないということである（35）（すべての業法にサービス貿易の禁止を正当化

する条項が含まれている保証はまったくないどころか、国内法規制のない状態のサービス貿易も

存在しよう）。法改正には時間を要するため決議の迅速な履行は不可能となり、また、行政

指導による対応ではその実効性に疑問があるばかりか、「法による行政の原理」との関係で

事実上の超法規的措置は可能な限り回避されるべきであろう。

もっとも、各国による安保理決議の履行には温度差があり、わが国のように真摯に考え

履行している国家はむしろ少数派であることに鑑みると、以上指摘した点は現実には多少

とも杞憂なのかもしれない。しかしながら、国際法上の義務を忠実に履行することは、国

家の国際的評判にとって最重要の要素である以上、検討を放置してよいものではなかろう。

この点に関連して、米国の国連参加法（United Nations Participation Act, 1945年）においては、

大統領に非軍事的強制措置を履行するため必要な措置をとる権限を付与するとともに、措
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置は他の国内法に優位する旨を規定している（36）。このような包括的アプローチの利点は、ど

のような経済制裁措置が安保理決議によって義務づけられても、同法を根拠にして履行が

可能となるということである。英国の国連法（United Nations Act, 1946年）においても、国内

機関に非軍事的強制措置を履行するため必要な措置をとる権限を付与する旨、規定してい

るが、英国法には米国法のように「措置は他の国内法に優位する」との規定はない。シン

ガポールの国連法（United Nations Act, 1991年）では、経済制裁に従って取引停止をした私人

が契約不履行の責任を問われないことを確認する条項がおかれていることが注目される（37）。

このような条項は、経済制裁に従うことから生じうる訴訟から特に金融機関を保護するた

めに必要な規定である。

このような米英等の包括的アプローチは、パッチワーク的な対応において不可避のリス

クとして懸念される「履行の漏れ」を防止できるゆえ、大いに参考に値するものであろう。

（ 1） 経済制裁措置全般につき、中谷和弘「経済制裁の国際法上の機能とその合法性（1）―（6・完）」

『国家学会雑誌』第100巻5・6号（1987年）、1―47ページ、同7・8号（同年）、62―134ページ、同

11・12号（同年）、1―65ページ、第101巻1・2号（1988年）、125―183ページ、同3・4号（同年）、

61―110ページ、同5・6号（同年）、73―108ページ、吉村祥子『国連非軍事的制裁の法的問題』、国

際書院、2003年、参照。

（ 2） 前者については、航空機不法行為奪取防止条約（モントリオール条約）で容疑者所在地国に義務

づけられているのは、「引渡か訴追か」（aut dedere aut judicare）の選択義務にすぎないこと（第7条）

や、自国民不引渡原則との関係で英米への引渡拒否が直ちに国際法違反にはならないとの見解が

一方であり、他方では、このような国家テロリズムの事案においては、「何人も自己の裁判官たる

を得ず」（nemo debet esse judex in propria sua causa）の法理ゆえ、自国での訴追という選択はなしえ

ず、それゆえ引渡が義務となるとの見解が対峙する。後者については、国家の国内体制選択の自

由ゆえ単なる国内合意の不履行は国際法違反ではないとの見解が一方であり、他方では、ハイチ

における人権状況をあわせて勘案すれば軍事政権の居座り自体が国際法違反と本質的にリンクす

るとの見解が対峙する。

（ 3） 有責者の旅行制裁に関しては、まず入国については、一般国際法上、国家は外国人の入国を認め
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り、通商航海条約や投資保護条約にも通常、このような例外規定がおかれている（他方、航空協
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research/international_law/papers/view/-/id/354/）.

（16） 決議1333パラグラフ14では、入国・通過の制限措置をとることを勧奨（urge）した。なお、決

議1267ではタリバン運営の航空機の飛行を各国に禁止するとし、決議1333ではタリバン高官の入

国・通過を各国に禁止するとし、またアリアナ・アフガニスタン航空のオフィスの閉鎖を命令し

たが、決議1388では、アリアナ・アフガン航空はもはやタリバンによって運営されていないとし

て、同社の飛行禁止・資産凍結を解除した。

（17） メッカ巡礼を制裁から除外することの適否については、特にリビアおよびイラクに対する航空機

安保理決議に基づく経済制裁―近年の特徴と法的課題

国際問題 No. 570（2008年4月）● 42
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